
 

横浜市中小企業振興基本条例に基づく令和３年度の取組状況について 

 

１ 市内中小企業者の受注機会の増大について 

（１）令和３年度の受注機会増大に向けた取組 

 

 

 件数  

・物品・・・契約件数全体の 95.8％（＋0.5 ポイント）  

  ・委託・・・契約件数全体の 88.3％（▲4.3 ポイント）   

  ・合計・・・契約件数全体の 92.8％（▲1.0 ポイント）       

  金額  

・物品・・・契約金額全体の 94.7％（▲4.4 ポイント）   

・委託・・・契約金額全体の 39.5％（▲4.9 ポイント）   

・合計・・・契約金額全体の 46.8％（▲7.5 ポイント）  

⇒物品の契約金額が対前年度比▲4.4 ポイントの主な理由について 

・契約金額の大きい仮設教室賃貸借について、契約件数が減ったため。 

⇒委託の契約件数が対前年度比▲4.3 ポイント及び金額が対前年度比▲4.9 ポイント 

の主な理由について 

・学校用地管理業務委託について契約部依頼に変更したため。 

 

 

 

（ア）局内での取組 

  令和３年４月の財政局通知「工事、物品の調達及び委託業務等に係る市内中小企業 

の受注機会の増大について」に基づき、発注伺を作成する際、市内中小企業以外を選 

定する理由欄を設けることで、市内中小企業への優先発注を確認しました。 

また、局内研修においても、改めて業者の選定にあたり「市内中小企業者への優先 

発注」の徹底を周知しました。 

さらに、業者選定委員会では、市内中小企業者を優先的に選定するため、市内中小 

企業者以外を選定する場合はその理由を審議しました。 

 

（イ）その他の取組 

  学校給食調理業務委託の業者選定において、市外業者や準市内業者に比べ市内中小 

企業の受注機会を引き続き優先して設定しました。 

 

 

 

イ 市内中小企業者の受注機会増大のための主な取組    

ア 令和３年度 市内中小企業発注状況 
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（２）今後の受注機会増大に向けた取組の方向性 

入札・契約手続の公正性・競争性・透明性の確保及び適切な履行の確保に留意し、次の点に

取り組んでいきます。 

 

・市内中小企業者への契約実績を情報共有 

・入札参加条件の工夫 

・契約単位の工夫 

 

 

2




